
委第２号議案

つくば市議会委員会条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和２年９月18日

提出者 議会運営委員長 北 口 ひとみ

つくば市議会委員会条例の一部を改正する条例

つくば市議会委員会条例（昭和62年つくば市条例第58号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１項に次の１号を加える。

(5) 予算決算委員会 27人

予算及び決算に関する事項

第14条第２項中「会議規則」を「つくば市議会会議規則（昭和62年つくば市議会

規則第１号。以下「会議規則」という。）」に改める。

第26条の次に次の１条を加える。

（分科会及び小委員会）

第２６条の２ 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会

又は小委員会を設けることができる。

第35条第２項を削る。

第62条中「長期」を「永年」に改める。



附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項に１号を加える改正

規定及び第26条の次に１条を加える改正規定は、令和２年11月30日から施行する。
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つくば市議会委員会条例（昭和62年つくば市条例第58号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（常任委員会の名称、委員の定数、所管及び委員の所属並びに議会運営委員会の

委員の定数） 

（常任委員会の名称、委員の定数、所管及び委員の所属並びに議会運営委員会の

委員の定数） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

(1)―(4) （略） (1)―(4) （略） 

(5) 予算決算委員会 27人  

  予算及び決算に関する事項  

２・３ （略） ２・３ （略） 

第３条―第１３条 （略） 第３条―第１３条 （略） 

（委員長の議事整理権及び秩序保持権） 

第１４条 （略） 

２ 委員長は、委員会において地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）、つくば市議会会議規則（昭和62年つくば市議会規則第１号。以下「会議

規則」という。）又はこの条例に反し、その他委員会の秩序を乱す委員があると

きは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。 

３・４ （略） 

第１５条―第２６条 （略） 

（分科会及び小委員会） 

第２６条の２ 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会

又は小委員会を設けることができる。 

第２７条―第３４条 （略） 

（委員会の報告） 

（委員長の議事整理権及び秩序保持権） 

第１４条 （略） 

２ 委員長は、委員会において地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）、会議規則                             

        又はこの条例に反し、その他委員会の秩序を乱す委員があると

きは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。 

３・４ （略） 

第１５条―第２６条 （略） 

 

 

 

第２７条―第３４条 （略） 

（委員会の報告） 
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第３５条  （略） 

 

 

第３６条―第６１条 （略） 

（会議録の保存年限） 

第６２条 委員会の記録の保存年限は、永年とする。 

第６３条 （以下略） 

第３５条  （略） 

２ 委員会は、審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、

中間報告をすることができる。 

第３６条―第６１条 （略） 

（会議録の保存年限） 

第６２条 委員会の記録の保存年限は、長期とする。 

第６３条 （以下略） 

 


